
着
任
の
ご
挨
拶

神
田
税
務
署
長

栁

沼

康

二

様
に
制
度
を
理
解
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
説
明
会
の
開
催
や
各

種
媒
体
を
活
用
し
た
周
知
広
報

な
ど
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
。
令
和
５
年
度
税
制
改
正

で
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
機
に

免
税
事
業
者
か
ら
課
税
事
業
者

に
な
ら
れ
た
方
が
売
上
に
か
か

る
消
費
税
額
の
２
割
を
納
税
額

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
２
割
特

例
を
は
じ
め
、
各
種
の
負
担
軽

減
措
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

制
度
開
始
ま
で
残
り
数
か
月

と
な
り
ま
し
た
が
、
引
き
続
き

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
、
税

制
改
正
等
の
情
報
を
含
め
、
事

業
者
の
皆
様
に
必
要
な
情
報
を

提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
引

き
続
き
制
度
の
周
知
・
広
報
に

ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
経
済
社
会
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展

等
に
よ
り
税
を
含
む
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
デ
ジ
タ
ル
の
活
用
が
急

速
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

国
税
庁
で
は
従
前
の
「
納
税

者
利
便
の
向
上
」
及
び
「
課
税
・

徴
収
の
高
度
化
・
効
率
化
」
に

加
え
、
新
た
に
「
事
業
者
の
デ

ジ
タ
ル
化
促
進
」
を
加
え
た
３

つ
の
柱
に
基
づ
い
た
「
税
務
行

政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
―
税
務
行
政

の
将
来
像
２
０
２
３
―
」
を
公

表
す
る
と
と
も
に
施
策
を
進
め

て
お
り
、
こ
の
施
策
の
１
つ
と

し
て
「
あ
ら
ゆ
る
税
務
手
続
が

税
務
署
に
行
か
ず
に
で
き
る
社

会
」と
い
う
将
来
像
に
向
け
て
、

納
税
者
目
線
に
立
っ
て
、
納
税

者
サ
ー
ビ
ス
を
包
括
的
に
見
直

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
や
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
は
、
ま
す
ま

す
便
利
に
な
っ
て
い
く
予
定
で

す
の
で
、
各
種
手
続
の
デ
ジ
タ

ル
化
に
対
し
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

税
務
行
政
の
円
滑
な
遂
行
に

は
国
民
の
皆
様
か
ら
理
解
と
信

頼
を
得
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
納
税
者

神 田 青 色 だ よ り 第519号（１） 令和５年８月１日

〒
101-

００５４
千
代
田
区
神
田
錦
町
３
の
17
の
２

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

３
２
９
１)

８
３
０
６

　
神
田
青
色
申
告
会

発
行
責
任
者　

角
谷
幸
男

編
集
責
任
者　

後
藤　

寧

一般社団
法人
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残
夏
の
候
、
一
般
社
団
法
人

神
田
青
色
申
告
会
の
皆
様
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清

栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
度
の
人
事
異
動

で
東
京
国
税
局
徴
収
部
次
長
か

ら
転
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た
栁

沼
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任
の
山

下
署
長
同
様
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

角
谷
会
長
は
じ
め
、
役
員
並

び
に
会
員
の
皆
様
に
は
、
日
頃

か
ら
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営

に
対
し
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解

と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

長
年
に
わ
た
っ
て
会
員
の
皆
様

に
対
す
る
記
帳
・
決
算
指
導
を

は
じ
め
、
確
定
申
告
期
に
お
け

る
青
色
コ
ー
ナ
ー
へ
の
ご
支
援

な
ど
、青
色
申
告
制
度
の
普
及
・

育
成
や
納
税
道
義
の
高
揚
を
図

る
た
め
、
様
々
な
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
敬
意

を
表
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
本
年
10
月

か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な

開
始
の
た
め
に
は
、
事
業
者
の

皆
様
に
制
度
の
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
い
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
の
実
態
に
応
じ
た
対
応

や
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
く
必

要
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
局
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
事
業
者
の
皆

消費税インボイス制度　令和５年１０月１日スタートです！

10 月１日からインボイスを発行するには９月３０日までに登録申請を行わなければなりません。
免税事業者・貸しビル業の方も検討が必要です！　詳しくは裏面へ→



令和５年１０月１日より消費税の適格請求書保存方式
（インボイス制度）が開始されます。

　１０月１日以降は仕入、必要経費などの支払先からインボイスの交付を受けないと消費税の仕
入税額控除が受けられなくなります。（ただし、当面は経過措置がありますので支払った消費税の
一定割合を控除することができます。）
　取引先よりインボイスの交付を求められた場合に、インボイスが発行できないと、取引に影響
が出る可能性もあります。現在、消費税の免税事業者の方も、インボイスの登録申請を行うこと
によりインボイスが発行できることとなりますが、課税事業者として消費税の申告・納付を行う
こととなります。
免税事業者の場合
　①　取引先がインボイスを必要としているか
　②　インボイスに登録しなくても取引に影響がないか
　③　インボイスに登録した場合は消費税をどのくらい納付することになるか
※不動産所得（貸ビル）の場合も居住用家賃収入以外は消責税の課税取引となりますので対応を
検討する必要があります。
以上の項目をご確認いただき登録申請を行うかをご検討ください。
令和５年 10 月１日からインボイス発行事業者になるためには令和５年９月３０日までに登録申請
書を提出しなければなりません。
登録申請はｅ－Ｔａｘで送信することができます。（申請時にマイナンバーカードが必要です）
郵送での登録申請書の提出先は「東京国税局　インボイス登録センター」

〒 262-8514 千葉市花見川区武石町 1-520 になります。
（管轄の税務署ではありません）

インボイス制度導入に当たり、様々な経過措置、負担軽減措置が取られております。
ご不明な点は事務局にお気軽にご相談ください。電話０３－３２９１－８３０６

インボイス説明会のご案内（麹町税務署・神田税務署主催）
日　時　　令和５年９月 1 ５日（金）　①午前１０時～１１時３０分　②午後１時３０分～午後３時

９月１９日（火）　③午前１０時～１１時３０分　④午後１時３０分～午後３時
※いずれの回も内容は同じです。

場　所　　神田税務署　４階会議室
申　込　　出席される場合は事前申し込みが必要です。
申込先　　神田税務署　個人課税部門　０３－４５７４－５５９６　内線２１３１１

（２） 令和５年８月１日神 田 青 色 だ よ り第519号

の
皆
様
の
視
点
に
立
っ
た
行
政
を

行
い
、「
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
」
と
と
も
に
、「
適
正
・
公
平

な
課
税
と
徴
収
」
に
向
け
て
、
職

員
一
同
が
力
を
合
わ
せ
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と

も
、
よ
り
一
層
の
お
力
添
え
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
当
た
り
、
一
般
社
団
法

人
神
田
青
色
申
告
会
の
益
々
の
ご

発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝

並
び
に
事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら

祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
着

任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

神
田
税
務
署
幹
部
職
員
紹
介
（
敬
称
略
）

署　
　
　

長

栁　

沼　

康　

二

副

署

長

（
総
務
担
当
）

浅　

見　

友
紀
子

副

署

長

（
法
人
担
当
）

中　

道　

裕　

之

副

署

長

（
法
調
担
当
）

白
波
瀬　

啓　

之

総
務
課
長

中　

神　

宏　

史

個
人
課
税
統
括
官

荒　

井　
　
　

豊

総
務
課
長
補
佐

上　

垣　

雄　

大

個
人
上
席
調
査
官

山　

田　

智　

之

　

書
面
の
申
告
書
・
申
請
書
な

ど
を
郵
送
で
提
出
さ
れ
る
場
合

は
、「
東
京
国
税
局
業
務
セ
ン

タ
ー
大
手
町
分
室
」
が
提
出
先

と
な
り
ま
す
。

〒
100-

８
１
５
６

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁

目
三
番
三
号　

大
手
町
合
同
庁

舎
３
号
館　

東
京
国
税
局
業
務

セ
ン
タ
ー
大
手
町
分
室

※　

窓
口
へ
の
提
出
は
従
来
ど

お
り
神
田
税
務
署
で
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

内
部
事
務
の
セ
ン
タ
ー
化
に
つ
い
て


